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  証券コード　5285

  平成22年６月14日

株 主 各 位  

 熊本市水前寺３丁目９番５号

 

 代表取締役社長 茂森　潔

第47回定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、当社第47回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年６月28日（月曜日）

午後５時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日 時 平成22年６月29日（火曜日）午前10時30分
２．場 所 熊本市大江２丁目７番１号

財団法人熊本県立劇場　演劇ホール
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項  
　報 告 事 項 １．第47期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査
役会の連結計算書類監査結果報告の件

　  ２．第47期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）
計算書類報告の件

　決 議 事 項  
　第１号議案 剰余金の配当の件
　第２号議案 取締役１名選任の件
　第３号議案 補欠監査役１名選任の件
　　 　

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修
正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://
www.yamax.co.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）
　

事　 業　 報　 告

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

　

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

  当連結会計年度におけるわが国の経済は、政府による経済対策や輸出の

持ち直しなどにより、一部景気回復の兆しがみられるものの、企業におけ

る設備投資の低迷や雇用情勢ならびに所得環境の悪化など、本格的な景気

回復にはほど遠く、依然として厳しい状況が続いております。

　当社グループを取り巻く経営環境におきましては、追加経済対策や補正

予算などにより、一時的に公共事業の発注が増加したものの、一方では景

気の低迷による民間設備投資の減少が顕著となるなど、総じて予断を許さ

ぬ状況にて推移しております。

  このような状況のもと、当社グループにおきましては、当年度からの新

たな「中期経営計画」に基づき、収益の確保を最優先とした事業展開を基

本方針として、発注の活発な関東地区や福岡地区への設計営業活動を強化

し、大型コンクリート製品の普及推進を目的とした販売活動の強化に努め

るとともに、市況動向への迅速な対応への取り組みにも注力いたしました。

  この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は前連結会計

年度に比べ８億４千５百万円増加の137億９千７百万円となり、営業利益は

前連結会計年度に比べ１億９千２百万円増加の６億１千４百万円、経常利

益は前連結会計年度に比べ２億４千２百万円増加の４億１千５百万円とな

りました。また、保有有価証券の減損処理による９千５百万円の投資有価

証券評価損等を特別損失にて計上したものの、税効果会計による繰延税金

資産の計上に伴い、法人税等調整額が△１億３千８百万円となったことも

あり、当期純利益は前連結会計年度に比べ１億１千５百万円増加の４億３

千２百万円となりました。
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　なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（土木用セメント製品事業）　

　当連結会計年度の土木業界におきましては、追加経済対策や補正予算

の効果などにより、公共事業の発注が活発化し、売上全体を底上げする

状況にて推移いたしました。

　このような状況のもと、以前より取り組んできた「大型コンクリート

構造物のプレキャスト化」の設計営業展開や福岡地区への営業強化の成

果、更に長崎地区におけるシェアの拡大にも注力いたしました。

　その結果、売上高は前連結会計年度比11.7％増の76億９千４百万円と

なりました。

（建築用セメント製品事業）

　当連結会計年度の建築業界におきましては、景気低迷の影響により民

間建設投資は減少傾向のまま依然厳しい受注環境にて推移しております。

　このような状況のもと、発注の活発な関東地区への増員を図り、設計

事務所およびゼネコンに対する設計営業活動をより強化するとともに、

製造部門においては、コスト低減を目的とした生産効率改善のための種々

の方策に取り組んでまいりました。

　その結果、売上高は前連結会計年度比1.6％増の59億８千万円となりま

した。

（その他の事業）

　当連結会計年度につきましては、一般住宅の新築およびリフォーム工

事や「エバメール化粧品」を主力とした化粧品・健康補助食品の販売に

注力いたしましたが、売上高は前連結会計年度比29.5%減の１億２千２百

万円となりました。

　

（事業別の売上高の内訳） （単位：百万円）

事　業　別

第　46　期 第　47　期

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

金 額 比 率 金 額 比 率

土木用セメント製品事業 6,889 53.2％ 7,694 55.8％

建築用セメント製品事業 5,888 45.5％ 5,980 43.3％

そ の 他 の 事 業 173 1.3％ 122 0.9％

合　　　　計 12,951 100.0％ 13,797 100.0％
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②　設備投資の状況

　当連結会計年度は、総額２億１千３百万円の設備投資を実施いたしまし

た。その主なものは、土木用セメント製品事業の各種型枠の取得（７千４

百万円）およびバッチャープラントの更新（３千９百万円）であります。

③　資金調達の状況

　当連結会計年度において、増資および社債発行等による資金調達は行っ

ておりません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

　該当事項はありません。

(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

区　　　　分
第 44 期

平成19年３月期
第 45 期

平成20年３月期
第 46 期

平成21年３月期

第 47 期
(当連結会計年度)
平成22年３月期

売 上 高 (百万円) 13,198 13,866 12,951 13,797

経 常 利 益 (百万円) 188 376 172 415

当 期 純 利 益 (百万円) 316 304 317 432

１株当たり当期純利益(円) 38.62 37.15 38.76 52.86

総 資 産 (百万円) 11,837 12,099 11,848 12,227

純 資 産 (百万円) 1,631 1,914 2,169 2,644

１株当たり純資産額(円) 199.15 233.73 264.81 322.93

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により、また、１株当たり純資産額は、

期末発行済株式総数により算出しております。なお、これらは自己株式数控除後の発行済

株式総数により算出しております。
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(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主要な事業内容

株 式 会 社 ミ ナ ト 建 材 370百万円 100.00％
ＰＣカーテンウォールの
製造・販売

　

(4) 対処すべき課題

  今後の当社グループを取り巻く経営環境につきましては、国家予算におけ

る公共事業投資の縮減傾向や景気の低迷による民間設備投資の減少傾向の急

激な回復は見込めず、不安定な原材料価格の推移と併せて業績への影響が懸

念される状況下にあると認識しております。

  このような経営環境を踏まえ、当社グループは絶対的課題である収益体質

と財務体質の強化に加え、公共事業投資の縮減や民間建設投資の減少、不安

定な原材料価格への対処を当面の課題として受け止め、収益の確保を最優先

とした事業活動を展開してまいります。具体的には、市場優位性を目的とし

た「大型コンクリート構造物のプレキャスト化」をより一層推進するととも

に、市況の変化や要望への迅速な対応に取り組み、更には、需要拡大の期待

される「メンテナンス事業」への更なる展開や、新たに設置した「海外事業

推進室」を中心に、先細る国内需要を見据え、アジア諸国への進出をも視野

に入れた中長期的な事業展開を検討してまいります。

　今後も、コンクリート製品の総合メーカーとして技術力・設計力を強化し、

販売シェアの拡大並びに、安定した受注の確保に繋げ、業績の向上と確固た

る経営基盤を確立してまいりますので、株主の皆様におかれましては、引き

続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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(5) 主要な事業内容（平成22年３月31日現在）

事 業 内 容 主 要 製 品 等

土 木 用 セ メ ン ト 製 品 事 業
土木用コンクリート二次製品（道路用製品、景観用製品等）

の製造および販売

建 築 用 セ メ ン ト 製 品 事 業
建築用コンクリート二次製品（ＰＣカーテンウォール、住

宅用ＰＣ板）の製造および販売

そ の 他 の 事 業

木造住宅等の施工販売、不動産の販売および宅地の開発な

どの不動産関連事業や保険代理業および化粧品の販売など

のサービス事業

　

(6) 主要な営業所および工場（平成22年３月31日現在）

㈱ヤマックス（当社）

本 社 熊本県熊本市水前寺３丁目９番５号

支 店 東京都江東区、福岡県福岡市博多区　全２支店

工 場

熊本県宇城市（２工場）、熊本県玉名郡長洲町、福岡県

みやま市、長崎県雲仙市、長崎県佐世保市、埼玉県羽生

市　全７工場

㈱ ミ ナ ト 建 材

本 社 東京都江東区

工 場 茨城県筑西市

㈱ 福 岡 ヤ マ ッ ク ス 本 社 福岡県福岡市博多区

茂 森 興 産 ㈱ 本 社 熊本県熊本市
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(7) 使用人の状況（平成22年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況　

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

532名 12名増

（注）使用人数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者とパートタイマーを除き、

グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。）であります。

　

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

485名 8名増 42.8歳 13.8年

（注）使用人数は、就業人員（当社から社外への出向者とパートタイマーを除き、社外から当社

への出向者を含んでおります。）であります。

　

(8) 主要な借入先の状況（平成22年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,471百万円

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 1,072

株 式 会 社 南 日 本 銀 行 921

株 式 会 社 肥 後 銀 行 680

　

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成22年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 37,200,000株

②　発行済株式の総数 11,580,000株

③　株主数 1,237名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

茂 森 興 産 株 式 会 社 2,930千株 26.34％

茂 森 　 潔 942 8.47

ヤ マ ッ ク ス 従 業 員 持 株 会 462 4.16

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 240 2.15

株 式 会 社 南 日 本 銀 行 240 2.15

株 式 会 社 麻 生 235 2.11

江 田 幸 雄 168 1.51

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 160 1.43

株 式 会 社 肥 後 銀 行 120 1.07

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 120 1.07

（注）１．当社は自己株式を459,513株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

　

(2) 新株予約権等の状況

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況（平成22年３月31日現在）

該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の

状況

該当事項はありません。 
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(3) 会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（平成22年３月31日現在）

会社における地位 氏　　名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 茂森　　潔 株式会社ミナト建材　代表取締役社長

代表取締役専務 茂森　　拓
管理本部長兼東日本事業部長、株式会社ミナト建材　監査
役

常 務 取 締 役 平岡　秀俊 西日本事業部長

常 務 取 締 役 小川原秀之
東日本事業部副事業部長、株式会社ミナト建材　専務取締
役

常 勤 監 査 役 松本　秀光 　

常 勤 監 査 役 松井　　敏 　

監 査 役 田上　　弘
田上弘税理士事務所所長、株式会社ミナト建材　監査役、
菊陽緑化興産株式会社　監査役

（注）１．監査役　松井敏氏および田上弘氏は、社外監査役であります。

２．監査役　松本秀光氏は、平成３年９月から平成14年３月まで当社の監査役を歴任し、

財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

３．監査役　松井敏氏は、昭和59年６月から平成５年６月まで株式会社南日本銀行の取締

役等を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものでありま

す。

４．監査役　田上弘氏は、税理士の資格を有しております。 

５．平成22年４月１日付で取締役の担当を次のとおり変更しております。

氏　　　　名 新 旧

茂　森　　拓
管理本部長兼東日本事業部長
兼海外事業推進室長

管理本部長兼東日本事業部長
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②　取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

4名
(－)

108百万円
(－)

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

3
(2)

8
(4)

合 計 7 117

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．上記の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額17百万円（取締

役４名に対し15百万円、監査役３名に対し１百万円（うち社外監査役２名に対し１百

万円））が含まれております。

３．取締役の報酬限度額は、平成16年６月29日開催の第41回定時株主総会において年額150

百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、平成７年６月29日開催の第32回定時株主総会において年額50

百万円以内と決議いただいております。

　

③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該

他の法人等との関係

　該当事項はありません。

ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況および当社と当該

他の法人等との関係

　監査役　田上弘氏は、菊陽緑化興産株式会社の社外監査役であります。

当社は、菊陽緑化興産株式会社との間には特別な関係はありません。
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ハ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査役会への出席状況

 

取締役会（19回開催） 監査役会（14回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

監査役 松 井 　 敏 19回 100.0％ 14回 100.0％

監査役 田 上 　 弘 15 78.9 14 100.0

・取締役会および監査役会における発言状況 

　監査役　松井敏氏は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す

るため、常勤して監査にあたり銀行業界出身の経験および知見に基づく

企業会計の専門的見地から発言を行っております。また、監査役会にお

いては、常勤監査役として必要な説明を行うとともに、当社の内部監査

等について適宜必要な発言を行っております。

　監査役　田上弘氏は主に税理士の見地から意見を述べるなど、取締役

会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってお

ります。また、監査役会においては、当社の内部監査等について適宜必

要な発言を行っております。

ニ．責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額として

おります。
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(4) 会計監査人の状況

①　名　　　称 有限責任監査法人トーマツ

（注）有限責任監査法人トーマツは、平成21年７月１日付で有限責任監査法人に移行し

たことに伴い、監査法人トーマツから名称変更しております。

　

②　報酬等の額

 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

26

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当

事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会

の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目

的とすることといたします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監

査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後

最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任

の理由を報告いたします。

　

④　責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し

ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は当社が会計監査人

に支払うべき金銭その他の財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のう

ち最も高い額に二を乗じて得た額としております。
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(5) 業務の適正を確保するための体制

　当社は、経営理念および経営方針のもと、取締役および使用人が適正に業

務を執行するための体制を整備し運用していくことが重要な経営の責務であ

ると認識し、以下の内部統制システムを構築しております。

　当社は、今後とも内外環境の変化に応じ、一層適切な内部統制システムを

整備すべく努めてまいります。 

　

①　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制

　当社は、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要

不可欠であるとの認識にたち、すべての役員および使用人が公正で高い倫

理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めて

おります。

　当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室が定期

的に実施する内部監査を通じて、会社の業務実施状況の実態を把握し、す

べての業務が法令、定款および社内諸規程に準拠して適性・妥当かつ合理

的に行われているか、また、会社の制度・組織・諸規則が適正・妥当であ

るかを公正不偏に調査・検証することにより、会社財産の保全ならびに経

営効率の向上に努め、監査結果を代表取締役社長に報告しております。

　

②　取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関す

る体制

　当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、

各取締役および執行役員が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、

取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令および「文書管理規

定」等に基づき、定められた期間保存しております。また、情報セキュリ

ティマネジメントシステムの一環として会社情報に係る規程に基づき、す

べての情報の管理を行っており、取締役および監査役が必要な情報を入手

できる体制を構築しております。
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③　損失の危険の管理に関する規定その他の体制

　当社は、様々な損失の危険に対して、危険の大小や発生可能性に応じ、

事前に適正な対応策を準備すること等により、損失の危険を最小限にすべ

く組織的な対応を行っております。

　具体的には、損失の危険即ちリスクの全般的なコントロールを行う部署

として、管理本部内に事業管理課を設置し、リスク毎に担当部署を定め定

期的に対応策の見直しを行い、リスク管理に関する体制、方針および施策

等を総合的に検討して、代表取締役社長（取締役会）に答申することとし

ております。特に、当社事業の特性上重要度の高いリスクである一定額以

上の与信に係る信用リスクについては、代表取締役社長を議長とする事業

推進会議および執行役員会において、市場金利の変動等によるリスクにつ

いては、経営企画会議および取締役会において、それぞれ総合的な判断に

基づき管理しております。

　

④　取締役および執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ための体制

　当社は、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるた

め、中期経営計画および単年度の事業計画を策定しており、事業計画を達

成するため、取締役ならびに執行役員の職務権限と担当業務を明確にし、

職務執行の効率化を図っております。

　また、取締役会の下に、代表取締役社長が議長を務める執行役員会を設

けて、取締役会の議論を充実させるべく事前審議を行うと共に、取締役会

から委譲された権限の範囲内で当社業務の執行および施策の実施等につい

て審議し、意思決定を行っております。

　

⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

　当社は、当社の取締役および監査役が主要な子会社および主要な関連会

社の経営会議に参加することにより、適切な経営管理を行っております。

　また、子会社に対しては、監査役会および内部監査室が定期的に監査を

実施して、業務の適正を確保する体制を整備しております。
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⑥　監査役の職務を補助する使用人について

　当社は、設置された内部監査室の室員として、監査役の職務を補助する

使用人を他部署との兼務で配置しております。

　

⑦　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役の職務の補助業務の執行においての指揮命令権限は監査役に帰属

しており、人事異動や人事評価に関しても、取締役からの独立性が担保さ

れております。

　

⑧　取締役および使用人が監査役に報告するための体制

　監査役は、取締役会のほか、執行役員会、事業推進等の経営会議、各種

委員会等にも出席し、重要な報告を受ける体制としております。また、内

部通報情報や不正事故等の事故情報についても、担当取締役が代表取締役

社長へ報告すると同時に監査役会へ報告することとしており、その他、安

全衛生管理ならびに品質管理に係る情報についても内部監査室および安全

衛生管理室を通じて監査役会に報告することとしております。

　

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　代表取締役社長と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合

を持つこととしております。また、「内部監査規程」において、内部監査

室長は監査役との密接な連携を保つよう努めなければならない旨を定め、

監査役の監査の実効性確保を図っております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成22年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

【流 動  資  産】

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

未 成 工 事 支 出 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【固 定  資  産】

（有形固定資産）

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

（無形固定資産）

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,141,502

528,936

3,926,839

1,419,348

1,484

186,223

39,137

72,206

△32,674

6,085,571

5,232,102

1,319,697

537,420

3,122,542

17,252

235,189

124,231

729,237

282,232

174,965

502,735

△230,696

【流 動  負  債】 5,824,973

支払手形及び買掛金 2,811,333

短 期 借 入 金 2,425,511

未 払 法 人 税 等 28,343

賞 与 引 当 金 78,313

受 注 損 失 引 当 金 12,255

そ の 他 469,216

【固 定  負  債】 3,757,135

長 期 借 入 金 3,164,085

繰 延 税 金 負 債 237

退 職 給 付 引 当 金 551,019

役員退職慰労引当金 19,550

そ の 他 22,243

負 債 合 計 9,582,108

純 資 産 の 部

【株 主  資  本】 2,630,459

資 本 金 1,752,040

資 本 剰 余 金 492,286

利 益 剰 余 金 919,470

自 己 株 式 △533,337

【評価・換算差額等】 14,505

その他有価証券評価差額金 14,505

純 資 産 合 計 2,644,964

資 産 合 計 12,227,073 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,227,073
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連 結 損 益 計 算 書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

 （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高     13,797,065

売 上 原 価     10,696,310

売 上 総 利 益     3,100,755

販売費及び一般管理費     2,486,170

営 業 利 益     614,585

営 業 外 収 益   

受取利息及び配当金 5,791     

持分法による投資利益 13,381     

そ の 他 46,920 66,092

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 199,612     

そ の 他 66,060 265,672

経 常 利 益     415,004

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 7,740     

投資有価証券評価損 95,286 103,026

税金等調整前当期純利益     311,978

法人税、住民税及び事業税 17,815     

法 人 税 等 調 整 額 △138,790 △120,974

当 期 純 利 益     432,953
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連結株主資本等変動計算書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

（単位：千円）

 
株 主 資 本

評価・換
算差額等

純資産合計
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合 計

その他有価証
券評価差額金

平成21年３月31日 残高 1,752,040 492,286 498,804 △533,303 2,209,827 △40,726 2,169,100

連結会計年度中
の 変 動 額

       

剰余金の配当   △12,286  △12,286  △12,286

当期純利益   432,953  432,953  432,953

自己株式の取得       △33 △33  △33

株主資本以外の
項目の連結会計
年度中の変動額
（純額）

     55,231 55,231

連結会計年度中
の変動額合計

－ － 420,666 △33 420,632 55,231 475,863

平成22年３月31日 残高 1,752,040 492,286 919,470 △533,337 2,630,459 14,505 2,644,964
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況

連結子会社は㈱ミナト建材、茂森興産㈱、㈱福岡ヤマックスの３社であります。

②非連結子会社の状況

非連結子会社はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の状況

持分法を適用した関連会社は㈱トリアスの１社であります。

②持分法を適用していない非連結子会社又は関連会社の状況

持分法を適用していない関連会社はメック㈱の１社でありますが、同社は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から

除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 持分法の適用の範囲の変更に関する事項

当連結会計年度より、㈱トリアスを持分法適用の範囲に含めております。これは、提出

会社が第三者と取り交していた同社の貸株契約期限の到来により議決権割合が増加した

ことによるものであります。

(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(5) 会計処理基準に関する事項

①資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

その他有価証券  

時価のあるもの …………………… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

時価のないもの …………………… 移動平均法による原価法

ロ．たな卸資産

商品・製品・半製品及び原材料 …… 総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

販売用不動産及び未成工事支出金 … 個別法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品 ………………………………… 最終仕入原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
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②固定資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につ

いては定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 …………………… 10～38年

機械装置及び運搬具 ……………… ６～12年

工具器具備品 ……………………… ３～10年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）及び長期前払費用

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

ハ．リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31

日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。

③引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

ロ．賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しており

ます。

ハ．受注損失引当金

受注案件に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注案件のうち、

損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることが可能なものについ

て、損失見込額を計上しております。

ニ．退職給付引当金

従業員及び執行役員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理するこ

ととしております。

ホ．役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上することと

しております。
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④その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

（消費税等の会計処理）

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(6) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項　

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

(7) 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更

（退職給付に係る会計基準）

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業

会計基準第19号　平成20年７月31日）を適用しております。なお、これによる当連結

会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありませ

ん。また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額はありません。 
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２．連結貸借対照表等に関する注記

（1）担保に供している資産

 定期預金 359,154千円

 建物及び構築物 1,164,289千円

 機械装置及び運搬具 109,485千円

 工具器具備品 416千円

 土地 3,029,202千円

 投資有価証券 185,967千円

 計 4,848,515千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

 短期借入金 2,411,281千円

 長期借入金 3,027,082千円

 計 5,438,364千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 8,609,628千円

（3）受取手形割引高 962,693千円

　

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

（1）当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

 普通株式 11,580千株

（2）剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

平成21年６月25日開催の第46回定時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額 16,681千円

１株当たり配当額 １円50銭

基準日 平成21年３月31日

効力発生日 平成21年６月26日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成22年６月29日開催の第47回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

配当金の総額 55,602千円

１株当たり配当額 ５円00銭

基準日 平成22年３月31日

効力発生日 平成22年６月30日

(3) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　



－ 23 －

４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入により調達する方針

であります。また、一時的な余資を主に流動性の高い金融資産で運用し、短期的な運転

資金を銀行借入により調達しております。

営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、社内規定に沿ってリス

クの低減を図っております。また、主に業務上の関係を有する企業の株式である投資有

価証券につきましても、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握して

おります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における主な金融商品の連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認め

られるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 
連結貸借対照表
計上額（千円）

時　価（千円） 差　額（千円）

(1) 現金及び預金 528,936 528,936 －

(2) 受取手形及び売掛金 3,926,839 3,926,839 －

(3) 投資有価証券 171,136 171,136 －

資　産　計 4,626,913 4,626,913 －

(1) 支払手形及び買掛金 2,811,333 2,811,333 －

(2) 短期借入金 2,100,000 2,100,000 －

(3) 長期借入金（※） 3,489,596 3,518,402 28,806

負　債　計 8,400,930 8,429,736 28,806

（※）連結貸借対照表上、短期借入金に計上されている一年以内返済予定長期借入金　

を含めております。　

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び投資有価証券に関する事項　

（資産）

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金　

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

（負債）

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額によっております。
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(3) 長期借入金　

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想

定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品　

 区　　　分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 111,095

これらについては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認め

られることから「（3）投資有価証券」には含めておりません。

　　 (追加情報）

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３

月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19

号　平成20年３月10日）を適用しております。

　

５．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 322円93銭

(2) １株当たり当期純利益 52円86銭

　

６．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表

（平成22年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

【流 動  資  産】
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
完 成 工 事 未 収 入 金
商 品 及 び 製 品
未 成 工 事 支 出 金
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

【固 定  資  産】
（有形固定資産）
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

（無形固定資産）
借 地 権
電 話 加 入 権
工 業 所 有 権
ソ フ ト ウ ェ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他

（投資その他の資産）
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
長 期 預 金
長 期 未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

5,299,435
427,032

1,338,825
2,052,453

31,613
1,182,089

1,484
183,004
33,462
39,137
5,515
36,140

△31,324
6,286,476
4,828,303
1,121,989
112,747
489,377
22,610
218,814

2,842,083
8,718
11,960
121,262
91,284
13,567
6,335
2,997
7,026

50
1,336,910
208,201
702,000
1,080

960,193
115,637
5,256

174,965
130,000
63,008
134,944

△1,158,377

【流 動  負  債】 5,367,258

支 払 手 形 1,934,219

買 掛 金 555,803

工 事 未 払 金 11,464

短 期 借 入 金 2,109,000

１年以内返済予定長期借入金 284,264

リ ー ス 債 務 4,221

未 払 金 6,897

未 払 費 用 195,854

未 払 法 人 税 等 25,822

前 受 金 7,828

預 り 金 8,912

設 備 関 係 支 払 手 形 75,036

賞 与 引 当 金 71,533

受 注 損 失 引 当 金 5,748

そ の 他 70,649

【固 定  負  債】 3,156,459

長 期 借 入 金 2,351,564

リ ー ス 債 務 12,311

退 職 給 付 引 当 金 496,656

役員退職慰労引当金 17,150

債務保証損失引当金 268,845

そ の 他 9,932

負 債 合 計 8,523,717

純 資 産 の 部

【株 主  資  本】 3,048,038

（ 資 　 本 　 金 ） 1,752,040

（ 資 本 剰 余 金 ） 492,286

資 本 準 備 金 492,286

（ 利 益 剰 余 金 ） 869,950

そ の 他 利 益 剰 余 金 869,950

繰 越 利 益 剰 余 金 869,950

（自 己  株  式） △66,238

【評価・換算差額等】 14,155

（その他有価証券評価差額金） 14,155

純 資 産 合 計 3,062,193

資 産 合 計 11,585,911 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,585,911
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損　益　計　算　書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

 （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高     11,140,823

売 上 原 価     8,460,936

売 上 総 利 益     2,679,886

販売費及び一般管理費     2,102,893

営 業 利 益     576,993

営 業 外 収 益   

受取利息及び配当金 20,835     

そ の 他 37,032 57,868

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 172,147     

そ の 他 107,873 280,020

経 常 利 益     354,841

特 別 損 失   

債務保証損失引当金繰入額 7,245     

固 定 資 産 除 却 損 7,740     

投資有価証券評価損 95,286 110,272

税引前当期純利益     244,568

法人税、住民税及び事業税 16,911     

法 人 税 等 調 整 額 △138,790 △121,879

当 期 純 利 益     366,447
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株主資本等変動計算書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

（単位：千円）

 

株 主 資 本
評価・換
算差額等

純資産合計
資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合 計

その他有価証
券評価差額金資本準備金

その他利益
剰 余 金

繰 越 利 益
剰 余 金

平成21年３月31日 残高 1,752,040 492,286 520,184 △66,205 2,698,306 △40,633 2,657,673

事 業 年 度 中
の 変 動 額

       

剰余金の配当   △16,681  △16,681  △16,681

当期純利益   366,447  366,447  366,447

自己株式の取得       △33 △33  △33

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

     54,788 54,788

事 業 年 度 中
の変動額合計

－ － 349,766 △33 349,732 54,788 404,520

平成22年３月31日 残高 1,752,040 492,286 869,950 △66,238 3,048,038 14,155 3,062,193
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1）資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 ……… 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの …………………… 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

時価のないもの …………………… 移動平均法による原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品・半製品及び原材料 …… 総平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

販売用不動産及び未成工事支出金 … 個別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品 ………………………………… 最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ………………………………… 15～31年

構築物 ……………………………… 10～15年

機械装置 …………………………… ７～12年

工具器具備品 ……………………… ３～８年

②無形固定資産（リース資産を除く）及び長期前払費用

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所

有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

（3）引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。



－ 29 －

②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

③受注損失引当金

受注案件に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注案件のうち、損失

の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることが可能なものについて、損

失見込額を計上しております。

④退職給付引当金

従業員及び執行役員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理することとしております。

⑤役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上することとし

ております。

⑥債務保証損失引当金

関係会社等への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、

損失負担見込額を計上しております。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

（消費税等の処理方法）

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

（5）会計方針の変更

（退職給付に係る会計基準）

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基

準第19号　平成20年７月31日）を適用しております。なお、これによる当事業年度の営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、本会計基準

の適用に伴い発生する退職給付債務の差額はありません。
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２．貸借対照表等に関する注記

（1）担保に供している資産

 定期預金 358,454千円

 建物 1,091,096千円

 機械装置 109,485千円

 工具器具備品 416千円

 土地 2,748,792千円

 投資有価証券 176,084千円

 計 4,484,330千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

 短期借入金 2,100,000千円

 １年以内返済予定長期借入金 274,063千円

 長期借入金 2,297,069千円

 関係会社の銀行借入金 510,300千円

 計 5,181,433千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 8,495,705千円

（3）保証債務

関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

 茂森興産㈱ 95,201千円

（4）受取手形割引高 927,773千円

（5）関係会社に対する金銭債権、債務

 短期金銭債権 156,044千円

 長期金銭債権 1,010,192千円

 短期金銭債務 9,389千円

　

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 369,079千円

仕入高（営業費用含む） 68,209千円

営業取引以外の取引 15,821千円

　

４．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び数

普通株式 459千株
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５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　 繰延税金資産 　

　 賞与引当金 28,928千円

　 退職給付引当金 200,847千円

　 貸倒引当金 464,950千円

　 債務保証損失引当金 108,720千円

　 たな卸資産評価損 25,359千円

　 自己株式評価損 17,364千円

　 投資有価証券評価損 176,561千円

　 構造改革費用 51,887千円

　 その他 73,934千円

　 繰延税金資産小計 1,148,555千円

　 評価性引当額 △924,841千円

　 繰延税金資産合計 223,714千円

　 繰延税金負債 　

　 その他有価証券評価差額金 △9,610千円

　 繰延税金負債合計 △9,610千円

　 繰延税金資産の純額 214,103千円
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、

その内容は次のとおりであります。

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相当額

（千円）
減価償却累計額相当額

（千円）
期末残高相当額

（千円）

機械装置 67,355 50,772 16,582

車輌運搬具 19,892 10,323 9,568

工具器具備品 26,468 19,942 6,526

その他 2,980 2,549 430

合　　　計 116,696 83,588 33,107

（2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 21,925千円

１年超 13,376千円

合計 35,302千円

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 112,931千円

減価償却費相当額 94,327千円

支払利息相当額 5,062千円

（4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっております。
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７．関連当事者との取引に関する注記

子会社

種類
会社等
の名称

資本金又
は出資金
(千円)

事 業 の
内 容
又は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合
(％)

関連当事者
と の 関 係

取引の
内 容

取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

子会社
㈱ミナト
建 材

370,000

ＰＣカー
テンウォ
ールの製
造､販売､
施工

(所有）

直接100.0

当社製品の
販 売 等
役員の兼任

製 品 の
販 売

326,975 売掛金 136,379

資 金 の
貸 付

－
長 期
貸付金

380,000

受取利息 13,942 － －

子会社
茂森興産
㈱

53,800

保険代理
店業、化
粧品の販
売等

(所有）

[100.0]

(被所有）

直接 26.3

資金の貸付
等

資 金 の
貸 付

56,000
長 期
貸付金

578,000

債務保証 95,201 － －

担 保 の
提 供

510,300 － －

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格、市場金利等を勘案して決定しております。

３．議決権等の所有割合の[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっ

ております。

４．㈱ミナト建材及び茂森興産㈱への長期貸付金に対し、全額貸倒引当金を計上しており

ます。なお、当事業年度において56,000千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

５．茂森興産㈱の金融機関からの借入に対する債務保証について、上表のほか、268,845千

円の債務保証損失引当金を計上しております。なお、当事業年度において7,245千円の

債務保証損失引当金繰入額を計上しております。

　

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 275円37銭

(2) １株当たり当期純利益 32円95銭

　

９．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  
 平成22年５月14日 

 株式会社　ヤマックス  

 
取締役会　御中
　

 

 有限責任監査法人　トーマツ  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 本 野 正 紀 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 馬 場 正 宏 

 

 

　

  当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ヤマックス

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結計算書

類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算

書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見

を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、

試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び

に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の

表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表

明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ヤマックス及び連結子会社

から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  
 平成22年５月14日 

 株式会社　ヤマックス  

 
取締役会　御中
　

 

 有限責任監査法人　トーマツ  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 本 野 正 紀 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 馬 場 正 宏 

 

 

　

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ヤマ

ックスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第47期事業年度の計

算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びそ

の附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属

明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び

その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査

法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

  当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

 監　査　報　告　書  

 　当監査役会は、平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第47期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、

以下のとおり報告いたします。

　

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役及び会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の監査基準に準拠し、監査の

方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思

疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役

会その他重要な会議に出席し、取締役、内部監査室及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決

裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を

調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために

必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の

整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体

制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。子会社につ

いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、

必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、

当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしまし

た。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係

る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いた

しました。
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 ２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行に

ついても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

　

平成22年５月20日

　　

 株式会社ヤマックス　監査役会

 

 

常勤監査役 松本　秀光 

常勤監査役（社外監査役） 松井　　敏 

監　査　役（社外監査役） 田上　　弘 

 

以　上
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株主総会参考書類

　

第１号議案　剰余金の配当の件

　第47期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘

案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

（1）配当財産の種類　

金銭といたします。　

（2）配当財産の割当に関する事項およびその総額 　

当社普通株式１株につき金５円00銭といたしたいと存じます。

なお、その総額は55,602,435円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年６月30日といたしたいと存じます。

　

第２号議案　取締役１名選任の件

　経営体制の強化を図るため取締役１名を増員することとし、選任をお願いする

ものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めに

より、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。　

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

甲 斐 広 志

(昭和27年４月15日生)

昭和50年４月　当社入社

平成８年４月　二次製品事業部　生産統括部松橋

工場長（部長）

平成15年４月　執行役員　二次製品事業部　福岡

ブロック長

平成22年４月　執行役員　西日本事業部副事業部

長兼福岡ブロック長兼プレコン九

州ブロック長兼福岡支店長

（現在に至る）

－株

（注）候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。　
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選

任をお願いするものであります。

　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

宮 崎 　 信 一 郎

(昭和34年12月25日生)

昭和61年４月　外山税務会計事務所入所

平成13年１月　宮崎税務会計事務所開業

（現在に至る）

－株

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．宮崎信一郎氏は、補欠の社外監査役候補者として選任するものであります。

３．宮崎信一郎氏を社外監査役の補欠監査役候補者とした理由等は直接、企業経営に関与

された経験はありませんが、税理士として専門的な知識と経験を有し、社外監査役と

しての職務を適切に遂行いただけるものと判断したことによります。

４．社外監査役の補欠監査役候補者が、監査役に就任する場合に締結する予定の責任限定

契約の内容の概要は以下のとおりであります。

社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第

425条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行

について善意でかつ重大な過失がない時に限るものとする。

 以　上
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株主総会会場ご案内図

　
　

■　場　　所　　熊本市大江２丁目７番１号

財団法人熊本県立劇場　演劇ホール

(096)363-2233

（当会場の駐車場は有料となっております）


